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１．はじめに 

 

      弊社は２００２年４月に『日本信号環境方針』を制定し、企業活動と環境保全を両立させた経営に努めて 

    まいりました。環境保全と改善のために、地球環境にやさしい商品・サービスを提供するという環境方針に 

    基づき製品の開発、設計段階から環境に配慮した技術開発を取り組んでいます。 

      弊社の製品は、多くのお取引先との関連で製造されています。自社だけでの環境保全活動では十分とは言 

    えず、環境にやさしい製品をお客様に提供するためには、製品を構成する原材料や部品等も環境にやさしい 

    ことが必要です。 

      弊社が電気・電子部品などの市販品及び仕様を指定する納入品の調達にあたり、お取引先各位の環境取り 

    組みと原材料や部品そのものの環境へのやさしさを考慮したグリーン調達を推進します。このグリーン調達 

    ガイドラインに基づき、生産活動における環境取り組み及び原材料や部品等を評価したうえで、調達をさせ 

    ていただきたいと考えています。 

      グリーン調達はお取引先のご理解なくしては推進できませんので、弊社のグリーン調達ガイドラインをご 

    理解いただき、ご協力をお願い申しあげます。 

 

 

 

環境方針 
 

   ＜環境理念＞ 

 

      日本信号株式会社は、安心して暮らせる地球環境を創り出すため環境保全と改善に向け 

    た取り組みを推進し､｢安全と信頼｣のテクノロジーを通して､より快適な人間社会の実現を 

    目指します｡ 

 

   ＜環境方針＞ 

 

      当社は企業活動と環境保全を両立させ、開発から廃棄までの各段階で環境負荷の軽減を 

    図り、地球環境にやさしい商品・サービスを提供します。 

 

  （１）企業活動における環境への影響を配慮し、省資源、省エネルギー、廃棄物の削減及び 

        リサイクルの推進を行い、環境汚染の予防と環境マネジメントシステムの継続的改善 

        を図ります。 

 

  （２）環境に関する法令・規制、条例、その他の協定を遵守します。さらに自主管理基準に 

        基づき環境保全を図ります。 

 

  （３）製品の開発においては、設計段階から環境に配慮した技術開発に努めます。 

 

  （４）この環境方針を達成するため、環境保全に関する目的・目標を技術的・経済的に可能 

        な範囲で設定し、定期的に見直すことにより継続的改善を図ります。 

 

  （５）環境方針を文書化し、全従業員に周知徹底し、実行・維持するとともに一般の人々に 

        も公開します。 
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２．日本信号グリーン調達の考え方 

 

  2.1  目  的 

       お客様へ環境に配慮した製品・サービスを提供するために、従来の品質(Q)･価格(C)･納期(D)に環境(E) 

     を加え、環境への負荷ができるだけ小さい原材料や部品等を選定し、優先的に調達してまいります。この 

     ため、本ガイドラインではグリーン調達に関する弊社の考え方と、具体的な要求基準および運用について示 

     します。 

 

  2.2  適用範囲 

       本ガイドラインは弊社がお取引先から納入していただく弊社製品を構成する全ての部材（納入部材の製造 

       工程において使用する物質を含む）の調達活動に適用します。 

       (1)対象のお取引先 

          弊社製品を構成する部材を直接納入していただく１次お取引先を対象とし、１次お取引先自身の情報 

          を提供願います。 １次お取引先は２次お取引先に対してこのグリーン調達ガイドラインを伝えていた 

          だき、このガイドラインに準拠して ISO14001等の第三者認証取得と規制化学物質の非含有に取り組 

          むよう指導し、環境保証の連鎖をお願いします。 

       (2)対象の納入品 

          ①部品、材料（電子部品、加工部品、原材料、包装材、梱包材等） 

          ②組立品、完成品（ユニット、モジュール、ボード等） 

          ③補材等の構成材料（はんだ材料、粘着テープ、接着剤等) 

 

  2.3  評価内容 

       資材のグリーン調達については、次の２つの選定基準によるものとし、総合評価で環境負荷が低い納入品 

     を優先購入致します。 

       ①企業体質に関する評価 

       ②納入品の評価 

 

    2.3.1  企業体質に関する評価 

           企業体質に関する評価とは環境配慮を推進する企業体質の指針として、環境マネジメントシステムの 

           構築活動を評価致します。第三者機関の認証取得（ISO14001等）を推奨事項とします。 

           ◆ISO14001の認証取得/取得計画がある。又はその他のマネジメントシステム(ｴｺｱｸｼｮﾝ 21、KES等) 

             を構築/構築活動中である。(対象納入品の製造拠点毎での取得及び構築が必要です) 

           ◆上項には該当しないが、以下の自主的な環境取り組みを行っている。 

             ・企業理念及び環境方針について 

             ・環境管理責任者と組織体制について 

             ・環境側面評価及びシステムについて 

             ・従業員に対する教育訓練及び情報公開について 

             ・物流の効率化について 

 

    2.3.2  納入品の評価 

           納入品の評価では納入品に含有又は使用している化学物質を評価基準と致します。 

           ◆弊社では、納入品に含有する物質について｢禁止物質｣と｢管理物質｣の区分に従って自主管理を行っ 

             ており、詳細は「付図．化学物質リスト」の通りです。 

禁止物質 人体や環境へ著しい影響を及ぼすことが明らかであり、法規制等により製造が禁止

又は製造の許可が必要な物質で弊社が禁止と指定した物質を示す。物質によっては

即時禁止するものと弊社が指定した期限までに全廃するものとに分けられる。 

管理物質 法規制等により製品中の含有の有無を管理すべき物質であり、弊社が自社製品への

使用量も管理すべきと判断した物質を示す。 
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付図．化学物質リスト 

  弊社で自主管理する物質は、以下に指定する禁止物質と管理物質の合計24物質とします。 

【参考】この24物質は、将来の国際標準であるＪＩＧ(Joint Industry Guideline)にも準じており、JIGとはJGPSSI,EIA, 

        EICTAの共同作業により作成され、今後はJGPSSIのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝとして使用されるものです） 

閾 値 

分類 化学物質 ※１ 

禁止 

時期 法令遵守 当社目標 用途・対象例 備  考 

ビス（トリブチルスズ） 

＝オキシド（ＴＢＴＯ） 
防腐剤、防カビ剤、塗料など 

トリブチルスズ類（ＴＢＴ類） 

トリフェニルスズ類(ＴＰＴ類) 
防腐剤、防カビ剤、酸化防止剤など 

ポリ塩化ビフェニル類 

（ＰＣＢ類） 
絶縁油、潤滑油など 

ポリ塩化ナフタレン 

（塩素数が３以上） 

絶縁油、塗料、樹脂安定剤、電気絶縁体

など 

短鎖型塩化パラフィン ※２ 
樹脂難燃剤、樹脂可塑剤、皮なめし剤な

ど 

アスベスト類 
電気絶縁体、摩擦剤、断熱材、フィラー

など 

アゾ染料・顔料  ※３ 顔料、染料、着色剤など 

オゾン層破壊物質 ※４ 冷媒、発泡剤など 

放射性物質 

即 時 

 

(９物質) 

意図的に

添加した

場合には

含有ﾚﾍﾞﾙ

にかかわ

らず開示

義務有り 

 

ｳﾗﾝ,ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ,ﾗﾄﾞﾝ,ｱﾒﾘｼｳﾑ,ﾄﾘｳﾑ,ｾｼｳﾑ,ｽﾄ

ﾛﾝﾁｳﾑなどの添加 

カドミウム及びその化合物 
RoHS/JIG 

100ppm/75ppm 
100ppm 

合金、電池、着色剤、メッキ、半導体、ガ

ラス、リレー等 

六価クロム化合物 
RoHS/JIG 

1,000ppm 
1,000ppm 亜鉛メッキ、塗装用顔料、下地処理等 

鉛及びその化合物 
RoHS/JIG 

1,000ppm 
1,000ppm 

はんだ、プラスチック・ゴム・塗料用添

加剤、電池材料、半導体、抵抗等 

水銀及びその化合物 
RoHS/JIG 

1,000ppm 
1,000ppm 

電池、蛍光灯、リレー等（蛍光灯、放電型

電球の水銀は対象外） 

ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) 
RoHS/JIG 

1,000ppm 
1,000ppm プラスチック類の添加剤（難燃剤） 

禁
止
物
質

（１
５
物
質
） 

ポリ臭化ジフェニール 

エーテル類(PBDE類) 

2006年 

4月1日 

を目標に 

順次切換

える 

 

(６物質) 

RoHS/JIG 

1,000ppm 
1,000ppm プラスチック類の添加剤（難燃剤） 

 

不使用保証書の対象物質 

 

性能、仕様の面で代替技術

がない場合は、理由を明確

にして当社担当者に報告す

ること。 

アンチモン及びその化合物 
JIG 

1,000ppm 
－ 顔料、塗料、鉛ﾌﾘｰはんだ など 

ヒ素及びその化合物 
JIG 

1,000ppm 
－ 顔料、塗料、染料、難燃剤など 

ベリリウム及びその化合物 
JIG 

1,000ppm 
－ 

ｾﾗﾐｯｸｽ原料、時効硬化特性合金、はんだ 

など 

ビスマス及びその化合物 
JIG 

1,000ppm 
－ 鉛ﾌﾘｰはんだ など 

ニッケル及びその化合物 ※５ 
JIG 

1,000ppm 
－ 表面処理材、ニッケルメッキ 

セレン及びその化合物 
JIG 

1,000ppm 
－ 感光体、インク、半導体、受光素子など 

その他臭素系難燃剤 ※６ 
JIG 

1,000ppm 
－ 

難燃剤、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ成形封止、PVC 可塑剤な

ど 

フタル酸エステル類 ※７ 
JIG 

1,000ppm 
－ 

可塑剤、塗料、インキ、接着剤、潤滑剤

など 

管
理
物
質

（９
物
質
） 

ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ） 

 

JIG 

1,000ppm 
－ 配線被覆類、工業用材料(成形品等) 

 

金、銀、銅、ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑとその

化合物及びﾏｸﾞﾈｼｳﾑは

JGPSSI の規定する調査対

象化学物質であるが、弊社

の調査対象から除外する。 

※１  金属にはその合金を含む。 

※２  炭素鎖長：10～13の短鎖型塩素パラフィンを対象とする。 

※３  特定アミンを形成するアゾ染料・顔料で、対象用途は直接かつ長時間皮膚に接触する部位に限る。 

     （特定アミンとは、76/769/EEC、第19次修正指令より出典されているアミン化合物を示す） 

※４  モントリオール議定書対象物質とする。ClassⅡ物質は調査対象に含める。 

※５  ニッケルに関しては合金（例：ステンレス）を除く。 

※６  ＰＢＢ類、ＰＢＤＥ類を除く臭素系難燃剤 

※７  対象は次の５種の化学物質に限る。 
      フタル酸ジブチル、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、フタル酸ジイソノニル、フタル酸ジイソデシル、フタル酸ブチルベンジル 



NWS-E2202A 参考資料（5/12） 

 

＜用語解説＞ 

 

禁止物質：JGPSSIレベルＡ(*1)に規程される化学物質15物質とする。このうち６物質は、RoHS指令(*3)へ 

          の製品適合を目的として、禁止時期を2006年4月1日とする。他の９物質は即時禁止とする。 

          また、RoHS指令付属書(*4)に記載された用途のカドミウム、六価クロム、鉛、水銀は禁止適用の除 

          外とする。 

 

管理物質：JGPSSIレベルＢ(*2)に規程される化学物質のうち、貴金属類を除いた９物質とする。 

 

閾    値：JGPSSIと欧州のEICTA（欧州情報通信技術製造者協会）および米国のEIA（米国電子工業会）が 

          合意した値とする。閾値は、機械的に分離できない均質な材料からなる部位ごとに定める。 

 

(*1)JGPSSIレベルＡ物質：グリーン調達調査共通化協議会(Japan Green Procurement Survey Standardization 

                        Initiative)が規程したレベルＡを示す。 

                        レベルＡは「国内外の法令で含有製品の販売・製品への仕様に関し、禁止または制限 

                        または報告義務を受ける化学物質群のリスト」である。 

 

(*2)JGPSSIレベルＢ物質：グリーン調達調査共通化協議会が規程したレベルＢを示す。レベルＢは「協議会及び 

                        欧米の電気・電子工業会が調査対象として選定した化学物質群リスト」である。 

 

(*3)ＲｏＨＳ指令      ：電気・電子機器に含まれる特定の有害物質の使用制限に関する欧州指令。 

 

(*4)ＲｏＨＳ指令付属書：RoHS指令の対象物質に対して設定された下記の除外項目を示す。 

 

 

RoHSRoHSRoHSRoHS指令指令指令指令のののの除外項目除外項目除外項目除外項目    

①ランプ１本あたり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀 

②一般目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀 

③特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀 

④その他のランプに含まれる水銀 

⑤陰極線管、電子部品および蛍光灯のガラスの中に含まれる鉛 

⑥合金成分として、鋼材に含まれる0.35wt%までの鉛、アルミ材に含まれる0.4wt%までの鉛、および銅合金の4wt% 

  までの鉛 

⑦高融点ハンダに含まれる鉛（鉛含有量が85%を超える錫／鉛はんだ合金）、サーバー、ストレージおよびストレ 

  ージ・アレイ・システムのはんだに含まれる鉛(2010年まで)、スイッチ／シグナル／電送用ネットワーク・イ 

  ンフラストラクチャー装置および通信管理ネットワークのはんだに含まれる鉛、電子セラミック部品に含まれ 

  る鉛（例：ピエゾエレクトロニック・デバイス） 

⑧76/769EECの改正指令91/338/EECに基づき禁止された用途を除くカドミウム表面処理 

⑨吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの防錆用としての六価クロム 
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  2.4  評価の判定 

       お取引先の調査と化学物質の調査の２種類で評価させていただきます。 

 

    2.4.1  お取引先の調査 

           お取引先におかれましては本ガイドラインに基づき、御社の環境への取り組みについて自己評価を実 

         施し、その結果を提出していただきます。自己評価の結果は弊社が必要に応じて内容の詳細を確認し、 

         環境負荷が大きいと判断される場合には弊社から改善をお願いする場合があります。 

         なお、御社が商社の場合は御社ご自身の評価に加えて、納入頂いている資材の最終製造または組立工場 

         についても調査票にご回答下さい。（最終製造又は組立業者に記入をご依頼いただくか、御社の責任に 

         おいて調査・回答していただいても結構です） 

 

    2.4.2  化学物質の調査 

          個々の資材について、環境負荷性の評価を行い環境負荷の少ない資材を優先的に選定・調達してまい 

        ります。このため、製品に含有する環境負荷物質の含有量等の詳細物質調査にご協力くださるようお願 

        い致します。 

          本調査は、弊社から調査していただきたい資材を｢部品品番｣又は｢メーカー型番｣で指定させていただ 

        きますので、その資材の化学物質の含有有無、及び製造工程における化学物質の使用有無について｢化学 

        物質調査票｣に含有量、含有部位、含有目的の記入をお願いします。ご記入後は、調査依頼部門まで返送 

        くださるようお願い致します。 

          万一、禁止物質が含有されている若しくは意図的に使用せざるを得ない場合や、調査したデータに変 

        更があった場合には速やかに調査依頼部門までご連絡をお願い致します。 

        なお、調査対象物質については「化学物質リスト」を参照願います。但し、例外的にリスト掲載以外の 

        物質についても調査をお願いすることがあります。 

 

  2.5  運用フロー 
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３．お取引先へのお願い事項 

 

  3.1  提出書類 

      弊社から提示しますグリーン調達に関する帳票類は以下の通りです。 

様式 書類名 購入取引先(商社) 協力企業(製造者) 

１ グリーン取引先調査票 提出 提出 

２ 含有化学物質調査票(JGP ﾌｧｲﾙ) 提出 提出 

３ 補材等含有化学物質調査票 不要 提出 

４ 特定化学物質不使用保証書 提出 提出 

      ※上記帳票類の他に別途定める｢基本取引契約書｣又は｢グリーン調達に関する合意書｣をご提出ください。 

 

  3.2  回答方法 

       弊社から提示します電子ファイルにデータを入力し、弊社担当部門へ電子メール又はＦＡＸでご提出くだ 

     さい。  提出は電子メールを利用した電子ファイルでの授受を原則とさせて頂きますが、例外的にＦＤ、 

     CD-ROM又はＦＡＸでの提出も認めます。 

     また、特定化学物質不使用保証書(様式４)については氏名欄に責任者の署名もしくは捺印したもの、或いは 

     社印を押した原本を郵送でご提出ください。 

 

  3.3  記入方法 

       ご提出していただく書類は、以下の記入方法に従って作成願います。 

 

    [様式１]グリーン取引先調査票 

         ①会社名、部署・役職、氏名、住所、電話番号を記述して下さい。それ以外の質問に対しては基本的に 

           ｢はい｣又は｢いいえ｣を○で囲んで下さい。 

         ②第三者認定を取得している場合は自主評価は不用です。認証機関名と認証番号を記述願います。 

         ③第三者認定を取得してない場合は自主評価を行い、評価点の合計を算出し記述願います。 

 

    [様式２] 含有化学物質調査票(JGP ﾌｧｲﾙ) ･･･ 弊社より別途送付。調査回答ツールを利用して回答願います。 

         ①ＪＧＰＳＳＩ(グリーン調達調査共通化協議会)発行の｢部品・材料含有化学物質調査マニュアル｣に 
           準拠願います。但し、部品の鉛フリー化対応状況について追加回答をお願いします。(詳細②参照) 

         ②調査先項目１～３の記入要領は｢鉛フリー化対応状況｣の回答欄として使用します。 

調査先項目１ 

（はんだ付条件） 

調査先項目２ 

（鉛含有区分） 

調査先項目３ 

（備  考） 

0 ：Phase0 

1 ：Phase1 

・無鉛化予定がある場合は対応時期(YYYY/MM/DD)を記述 

・無鉛化代替品がある場合はその部品形式(型番)を記述 

2 ：Phase2 

3A：Phase3A 

↓ 入力コード 

0：ﾌﾛｰ/ﾘﾌﾛｰ不可 

1：リフロー可 

2：フロー可 

3：ﾌﾛｰ/ﾘﾌﾛｰ可 3 ：Phase3 

端子部の表面処理内容を記述 

（例．金、銀、錫、ﾆｯｹﾙ、ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ、銅合金、ﾋﾞｽﾏｽ合金、 

      真鍮、ﾘﾝ青銅等） 

           【調査先項目１】はんだ付条件 

             以下のはんだ付条件が可能かどうかについて0～3までのコード(半角数字１桁)で回答下さい。 

             リフロー可能：面実装部品でﾘﾌﾛｰﾋﾟｰｸ温度230℃以上10秒以内に耐えられる。 

             フロー可能  ：挿入部品でフロー浸漬温度250℃以上 ５秒以内に耐えられる。 

           【調査先項目２】鉛含有区分  ･･･ JEITA定義の鉛フリー区分(半角英数字 1～2桁)を回答下さい。 

             Phase0 ：接続端子部に鉛を使用し、高温はんだの耐熱性を有していない。 

             Phase1 ：接続端子部に鉛を使用し、高温はんだの耐熱性を有する。 

             Phase2 ：接続端子部は鉛フリーであるが、内部に鉛を有している。 

             Phase3A：接続端子部は鉛フリーであるが、内部にRoHs指令対象外の鉛を有している。 

             Phase3 ：接続端子部を含め、全てに鉛を使用していない部品。 
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           【調査先項目３】備  考 

             以下の内容についての情報を半角40文字以内(全角は半角２文字分で換算)で回答下さい。 

             ◇鉛含有区分がPhase0又は1の時：接続端子(ﾘｰﾄﾞ or電極)部の無鉛化の対応時期を記載する。 

               また、無鉛化とした代替品型式があれば併せて記載する。但し外形、形状、取付、ｽﾍﾟｯｸ等が変 

               更となる場合は代替品型式の前に"＊"を付けて記載する。 

             ◇鉛含有区分がPhase2、3A､3の時：接続端子(ﾘｰﾄﾞ or電極)部の表面処理（金、銀、錫、ﾆｯｹﾙ、ﾊ  ゚

               ﾗｼﾞｳﾑ、銅合金、ﾋﾞｽﾏｽ合金、真鍮、ﾘﾝ青銅等）を記載する。 

 

    [様式３] 補材等含有化学物質調査票 

         ①会社名、部署・役職、氏名、住所、電話番号を記述して下さい。 

         ②お取引先で自己調達している補材等の構成材料のメーカー名、部品・型番、部品名称、使用機種名、 

           含有の有無、含有物質名についてリストに記入し回答願います。 

 

    [様式４] 特定化学物質不使用保証書 

         ①会社名、部署・役職、氏名、住所、電話番号を記述して下さい。 

         ②氏名欄には責任者の署名もしくは捺印、及び社印を押した原本を提出して下さい。 

 

 

４．特記事項 

 

    ①工程、材料等の変更連絡 

        今後工程、材料等の変更の際は事前に各調達窓口にご連絡をお願いいたします。 

 

    ②提出された資料の取り扱い(機密保持) 

        ご提出して頂いた記入結果やその他の資料は、弊社の内部資料として取り扱います。 

      従って、お取引先の許可なく提出された資料をそのまま外部公開されることはありません。 

 

    ③提出帳票のダウンロード 

        お取引先に提出して頂くグリーン調達に関する帳票類は、以下の弊社ホームページよりダウンロードを 

      お願いします。 

        HP：http://www.signal.co.jp/kankyo/index.html 

 

    ④グリーン調達ガイドラインの改訂等について 

      この｢グリーン調達ガイドライン｣は、法規制や社会動向により予告なく改訂する場合があります。 

      改訂が生じた場合には、速やかにその内容をご連絡申し上げます。今までの改訂履歴は以下の通りです。 

版数 改訂日 主な改訂内容 

第１版 2005年10月05日 初版（制定） 

第２版 2005年11月01日 ①管理番号(NTS-9401B)追記、②P7,P9差替え、③その他 

第３版 2007年01月04日 ①管理番号をNWSに変更、②P4変更(当社閾値)、③P8変更(問い合わせ先) 

   

 

 

５．お問い合わせ先 

 

   日本信号株式会社  代表E-MAIL：ｎｓｇｒｅｅｎ３＠ｓｉｇｎａｌ．ｃｏ．ｊｐ 
地 区 ＴＥＬ ＦＡＸ 住 所 

久喜事業所  資材調達部 0480-28-3227 0480-28-3802 〒346-8524 埼玉県久喜市大字江面大谷1836-1 

宇都宮事業所資材調達部 028-660-3574 028-660-3794 〒321-8651 栃木県宇都宮市平出工業団地11-2 
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様式１．グリーン取引先調査票

 



NWS-E2202A 参考資料（10/12） 

様式２．含有化学物質調査票(JGP ﾌｧｲﾙ)

 

ﾌﾛｰ/ﾘﾌﾛｰが可能である場合は“3”を記入 

1 3 
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様式３．補材等含有化学物質調査票
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様式４．特定化学物質不使用保証書 

 


